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はじ めに 

 

本マニュ アルは、災害発生のおそれがあると き、または災害発生時にすば

やく 災害救助地区本部を開設し 、避難所管理組織や自主防災組織と 連携を図

り ながら 、円滑に運営するこ と を目的に作成し たも ので、運営についてあら

かじ め、 地域住民で認識共有し ておく ための手引きです。  

 

 

＜改正履歴＞ 

改正時期 主な改正内容等 

平成 30 年 12 月 
地域防災組織（ 区本部、 災害救助地区本部、 避難

所管理組織、自主防災組織） の相関について追記 

令和 3 年 7 月 避難情報の名称変更や感染症対策について追記 

令和 8 年 4 月 
公共安全モバイ ル導入及びデジタ ル移動無線廃

止等について反映 
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第１  災害救助地区本部について 

 

１  概要                             

災害救助地区本部（ 以下「 地区本部」 と いう 。） は、小学校通学区域（ 以

下「 学区」 と いう 。） ごと に置かれ、 原則、 市立小学校に設置さ れます。

地区本部は、区本部に所属し て、区本部の応急対策活動を補助するこ と と

さ れており 、 区本部と 地域をつなぎ、 自主防災活動・ 避難所運営をはじ め

と する学区内の地域防災活動を統括し ます。  

地区本部は、各避難所や自主防災組織から の安否情報や被害状況などを

と り まと め、区本部へ伝達する役割があると 同時に、区本部から の情報を

各避難所へ伝える役割を担う など、地域のあら ゆる情報の拠点と なり ます。 
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２  地区本部の組織                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※避難誘導班については特に地震発生直後の活動が主になり ます。その後に

おいては、 総務班や情報班の活動を実施し ます。  

 

災害救助地区本部長( 地区本部長)  

災害救助地区本部長（ 以下「 地区本部長」 と いう 。） は市長があら かじ

め委嘱し 、区本部長の命を受け、 地区本部を統括し 、 地区本部委員を指揮

監督する立場になり ます。  

災害救助地区本部委員（ 地区本部委員）  

災害救助地区本部委員（ 以下「 地区本部委員」 と いう 。） は、 学区内の

災害対策委員（ 区政協力委員が兼務） のほか、あら かじ め市長に委嘱さ れ

た地域の方々により 構成さ れます。  

地 区 本 部 長 

情 報 班 避 難 誘 導 班 ※ 

地 区 副 本 部 長 

総 務 班 

区 本 部 派 遣 職 員 

・ 避難所の管理運営 

・ 要配慮者の救援活動 

・ 救援物資の配分 

・ ボランティ アの活動支援 

・ 避難誘導 

・ 初期消火活動 

・ 人命救助活動 

・ 救出・ 救援 

 

・ 災害情報等の伝達 

・ 被害情報の伝達 

・ 被害状況の調査 

・ 広報広聴活動 

・ 二次災害防止の広報 

 

共通事項 

・ 施設の安全確認 

・ 資機材等の確認 

・ 避難所と の連携 

・ 区本部への報告 
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第２  地区本部の運営について 

 

１  地区本部の設置                      

台風や地震などの災害発生のおそれがあると き、または災害発生時に、

市役所に市災害対策本部（ 市本部） が設置さ れ、 同時に区役所に区本部

が設置さ れます。 さ ら に地域の防災拠点と し て必要な場合には、 学区に

地区本部を設置し ます。  

 

２  地区本部の開設時期・ 閉鎖時期               

（ １ ） 開設時期 

地区本部は施設管理者等の協力を得て、 次の事象の時に開設し ます。 

【 地震】  

○ 市内で震度５ 強以上の地震が発生し たと き ※ 

○ その他、 地区本部長が必要と 判断し 、 区本部長へ要請し たと き 

※市内で震度５ 強以上の地震が発生し た際は速やかに開設（ 市内全域で地区本部を

立ち上げ） し ます。  

※津波の到達が迫っ ているなど、危険な状況を把握し た場合は、活動や参集を中止

し 避難するなど、 直ちに身の安全を確保し ます。  

【 風水害】  

○ 災害が発生し、 あるいは発生するおそれがあり 避難者が生じたとき 

○ その他、 地区本部長が必要と 判断し 、 区本部長へ要請し たと き 

（ ２ ） 閉鎖時期 

   地域防災活動の情報収集が終了し たと きや各避難所が閉鎖し たと き、

区本部長（ 区本部） の指示により 地区本部を閉鎖し ます。  
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３  地区本部を設置する場所                  

学区ごと にあら かじ め定めら れた場所（ 部屋） に設置し ます。  

※指定避難所運営マニュ アル（ 事前準備編） 参照 

 

４  地区本部への参集                     

地区本部委員は、 自ら や家族の安全を確保し た後、 自身の自主防災組

織の立上げに協力し 、 人的被害や住家被害などの被害状況等を収集し た

のち、 速やかに参集し ます。  

また、 参集途上において知り 得た被害情報等は、 ただちに地区本部長

等へ報告し ます。  

なお、 津波の到達が迫っ ているなど、 危険な状況を把握し た場合は、

活動や参集を中止し 避難するなど、 直ちに身の安全を確保し ます。  
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５  地区本部の運営                      

  地区本部の運営は、地区本部長、地区副本部長及び地区本部委員で行い

ます（ 区本部派遣職員は、区本部と 地区本部と の連絡調整にあたり ます）。 

（ １ ） 施設の安全確認 

   施設の使用にあたっ ては、 建物の被災状況やラ イ フ ラ イ ンの状況等、

危険箇所がないか建物の状況等を確認し ます。  

   建物が被災し 、地区本部を設置できない場合は、他の施設に地区本部

を設置し 、 区本部へ連絡し ます。  

（ 本マニュ アルＰ 32、 33 建物被災状況チェ ッ ク シート 参照）  

（ ２ ） 資機材等の活用 

 公共安全モバイ ルや発電機・ 投光器など平常時から 使用方法を確認

し 、 災害時に活用し ます。  

（ 本マニュ アルＰ 34～40 各資機材の使用方法参照）  

 

こ の他、 区本部には、 安否情報の確認など災害応急対策に活用する

「 災害対策住民リ スト 」「 避難行動要支援者名簿」 があり ます。   

 

○災害対策住民リ スト  

学区内の住民の氏名・ 住所などが記載さ れた名簿であり 、 安否情報の集約・ 確

認などに使用する。 住民登録のある方全員が掲載さ れている（ 住民登録の無い

方は掲載さ れていない）。 町内会未加入の方も 掲載さ れている。   

○避難行動要支援者名簿 

災害対策基本法において、 避難支援などを実施するための基礎と するため、 作

成が義務付けら れている名簿。 前述の「 災害対策住民リ スト 」 が住民登録のあ

る方全員であるのに対し 、 こ の名簿では、 避難行動要支援者のみを掲載。  

※市災害対策本部委員会議において本部長の決定を得た場合に、名簿の提供が可

能になる。  
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（ ３ ） 避難所と の連携・ 区本部への報告 

   避難所から 地区本部へさ まざまな依頼や要望などについて報告があ

り ますので報告内容を整理・ 集約し て区本部へ伝達し ます。 また、 区

本部から の情報を避難所へ伝達し ます。  

総務班が中心と なっ て公共安全モバイ ル等の資機材を活用し 、 情報

を伝達し ます。  

地区本部から 区本部への報告内容は、 自主防災組織や避難所管理組

織から の情報等を整理、 集約し たも のです。 取り まと める際には、「 被

害状況報告書」（ 様式１ ） や「 避難情報報告書」（ 様式２ ） 等を活用し 、

区本部へ報告し ます。  

 

○被害状況報告書（ 様式１ ）  

人的被害や住家被害などの状況を集約し 、 区本部に報告する様式（ 本マニュ ア

ルＰ 26、 27 参照）。  

○避難情報報告書（ 様式２ ）  

各避難所から 報告があっ た世帯数や人数など避難者情報について集約する際に

活用する様式（ 本マニュ アルＰ 28、 29 参照）。  
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＜情報の流れ（ イ メ ージ） ＞ 
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６  地区本部の任務                      

地区本部は区本部の実施する応急対策活動を補助し ます。具体的には、

地区本部は、 区本部、 避難所管理組織、 自主防災組織のほか、 施設管理

者等と 緊密な連絡をと り 、 地域（ 学区） の地域防災活動及び災害情報の

統括を行います。 必要に応じ て避難所や自主防災組織へ地区本部委員を

派遣し 被害状況の集約に努めます。  

 

 

注意事項【 個人情報の保護】  

○ 収集し た情報には、個人情報が多々含まれるこ と から 、取扱いには十

分注意し てく ださ い。  

○ 避難所閉鎖時には、 名簿類、 各種様式が地区本部（ 区本部） へ提出さ

れます。 地区本部が受け取っ た場合は区本部へ提出し てく ださ い。  

○ 地区本部閉鎖時についても 避難所閉鎖時同様に、名簿類、各種様式は

区本部へ提出し てく ださ い。  

 

 

なお、 10 ページから 13 ページにかけて各班（ 総務班・ 避難誘導班・

情報班） の応急対策活動シート を掲げまし た。 チェ ッ ク 表と し てご活用

く ださ い。  
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【 応急対策活動シート （ 総務班）】  

（ １ ） 避難所の管理運営に関するこ と                  

□区本部派遣職員や避難所の代表と 協力し 、 その統括・ 調整を行う  

□避難所の代表管理者、各班長が選任さ れているか確認し 、選任さ れて 

いない場合は速やかに選任するよう 指示をする 

＜指定緊急避難場所の開設・ 運営について＞【 風水害】            

□区本部から の協力依頼により 、 指定緊急避難場所を開設する。（ 基本

的には施設管理者が実施）  

□区本部から 区職員が派遣さ れるまでの間、 施設管理者と 連携し 、 避

難者数の把握や避難指示以上の避難情報が発令さ れた際の上階への

避難の呼びかけを実施する。  

（ ２ ） 要配慮者の救援活動に関するこ と                  

 □避難所や自主防災組織等で確認さ れた要配慮者の安否情報の収集に協

力する 

□避難所や自主防災組織で確認さ れた在宅避難者など避難所外避難を含

めた学区内の要配慮者を把握する 

□避難所救護班や避難所派遣職員と 連携し て、 避難所での対応が難し い

方の対応（ 福祉避難所や病院への移送等） にあたる 

（ ３ ） 救援物資の配分に関するこ と                   

 □避難所総務班から 提出さ れた「 食料品供給依頼伝票」 や「 物資供給依

頼伝票」 を取り まと め、 区本部へ調達を依頼する 

□調達し た物資を避難所へ速やかに届けら れるよう 区本部と 調整する 

□避難所食料班・ 物資班と 連携を密にし 、 どう いっ た食料・ 物資をいつ

届けら れるか伝える 

（ ４ ） ボラ ンティ アの活動支援に関するこ と               

□避難所総務班から 提出さ れた「 ボラ ンティ ア要請リ スト 」 を取り まと

め、 区本部へ依頼する 

□区本部から ボラ ンティ ア派遣の決定事項を確認し 、避難所総務班へ伝

達する 
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〈 参考〉 地区本部から 区本部への報告内容         

時期 内 容 

災
害
発
生
当
日 

□避難所開設と 大まかな避難者数・ 被害状況 

□施設の使用管理に関する事項（ 災害用ト イレ、 設備、 ラ イ フ ラ イン

など） の調整依頼 

□地下式給水栓などの開設状況 

必
要
に
応
じ
て 

□応急危険度判定士の要請 

□ボランティ アの要請【 様式 5】  

□避難所運営に支障のある事項に関する要請又は指示【 様式 8】  

□傷病者の移送傷病者状況の報告【 様式 10】  

□要配慮者の移送依頼【 福祉避難所 様式 1】 要配慮者に関する支援

の要請等【 様式 11－2】  

□給水車の派遣依頼【 様式 12】  

□保健センタ ー班・ 医療救護班の派遣要請 

毎
日 

□避難情報報告書（ 様式 2）  

□避難所日報【 様式 8】  

□食料品供給依頼伝票、 物資供給依頼伝票【 様式 12、 13】  

随
時 

□被害状況報告書（ 様式 1）  

□情報収集リ スト 【 様式 3】  

※時期はあく まで目安です。避難所から の情報は適宜、区本部へ報告し てく

ださ い。  

（ 網かけの様式は指定避難所運営マニュ アルのも のです。 カッ コ が無いも

のは様式を定めており ませんので、 任意の様式または口頭等で報告し て

く ださ い。）  
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【 応急対策活動シート （ 避難誘導班）】  

（ １ ） 避難誘導に関するこ と                       

□ラ ジオ等で入手し た正し い情報のも と 、 的確な避難行動を取るよう  

住民への声かけを自主防災組織や消防団と 連携し て行う  

□自主防災組織や消防団と 連携し 、 危険箇所を避けて避難誘導する 

□自力避難が困難な高齢者や障害者などの要配慮者を見つけたら 、 避 

 難し ている近く の住民等に声をかけ、 避難支援を依頼する 

□自動車など周り の住民等の迅速な避難に支障をきたす手段で避難 

し ている方を見つけた場合、 徒歩での避難を促す 

※日頃から 、 避難者が迅速かつ安全に避難できるよう 、 集合場所や避難 

経路について、 話し 合っ て決めておく こ と が大切です。  

（ ２ ） 初期消火活動、 人命救助活動に関するこ と             

 □自主防災組織や消防団が状況に応じ て実施する初期消火活動・ 人命

救助活動に協力する 

（ ３ ） 救出、 救援に関するこ と                      

□自主防災組織や消防団と 連携し 、 自力避難が困難な高齢者や障害者な

どの要配慮者の安否を確認・ 把握する 

□自主防災組織や消防団が状況に応じ て実施する救出、 救援活動に協力

する 

□主に自主防災組織が実施する自力での避難が困難な高齢者や障害者な

どの要配慮者の避難誘導に協力する 

 

※（ １ ） ～（ ３ ） について、 津波の到達が迫っ ているなど、 危険な状況を把

握し た場合は、活動を中止し 避難するなど、直ちに身の安全を確保し ます。  
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【 応急対策活動シート （ 情報班）】  

（ １ ） 地震、 津波情報など災害情報等の伝達に関するこ と          

□区本部から 伝達さ れる災害情報（ 地震、 津波、 河川情報等） を避難所

や地域住民へ周知する 

（ ２ ） 高齢者等避難・ 避難指示・ 緊急安全確保の伝達に関するこ と      

□区本部から 伝達さ れる高齢者等避難・ 避難指示・ 緊急安全確保などの

避難情報を、 協力し て地域住民へ周知する 

（ ３ ） 被害状況の調査に関するこ と                    

□総務班と 連携し て避難所や自主防災組織等から の情報（ 人的被害、住

家被害） を整理し 、「 被害状況報告書（ 様式１ ）」 に取り まと めて学

区内の被害状況を区本部へ報告する 

□総務班と 連携し て避難所から 報告があっ た世帯数と 人数を集約し 、

「 避難情報報告書（ 様式 2）」 に取り まと めて学区内の避難者状況を

区本部へ報告する 

□避難所や自主防災組織で確認さ れた車中泊、在宅避難などの避難所外

避難者の情報を把握する 

（ ４ ） 広報広聴活動に関するこ と                     

□区本部の広報活動に協力する 

□避難所総務班から 提出さ れた「 避難所日報」 の要望等を確認し 、 避難

所運営の要望・ 問題点などを区本部へ報告する 

（ ５ ） 二次災害防止の広報の実施に関するこ と               

□区本部と 連携し 正確な広報活動に協力する 

 （ 余震、 津波、 火災などへの注意喚起）
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７  区本部等と の連絡方法及び連絡先              

 

（ １ ）  公共安全モバイ ルが使える場合 

地区本部から 区本部へ学区の被害状況等の報告を行う ために公共安

全モバイ ルを配備し ています。  

（ 本マニュ アルＰ 35～42 各資機材の使用方法や公共安全モバイルシス

テム操作マニュ アル参照）  

 

（ ２ ） 電話・ フ ァ ッ ク スが使える場合 

① 区本部 
Ｔ Ｅ Ｌ ：  

Ｆ Ａ Ｘ ：  

② 避難所等 
Ｔ Ｅ Ｌ ： 別紙参照 

Ｆ Ａ Ｘ ： 別紙参照 

③ 他学区の 

地区本部 

Ｔ Ｅ Ｌ ： 別紙参照 

Ｆ Ａ Ｘ ： 別紙参照 

※大規模災害発生時における被災者の通信手段確保のため、主要な避難所で

ある市立小中学校等において、特設公衆電話の回線を設置し 、電話機を配

備し ています。  

 

（ ３ ） 上記の連絡手段が使えない場合 

① 伝令者を派遣 徒歩や自転車を使用 
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８  地区本部等における感染症対策               

  地区本部や避難所は、 ３ 密（ 密閉、 密集、 密接） の状態になり やすく 、

飛沫感染や接触感染が起こ り やすい環境にあるこ と から 、感染症の拡大を

防止するため、 衛生対策を行います。  

 

（ １ ） マスク の着用、 咳エチケッ ト の徹底 

   飛沫感染を防止するため、マスク を着用し 、咳エチケッ ト を心がけま

す。地区本部へ参集する際は、マスク などの衛生用品を各自持参し ます。 

 

（ ２ ） 換気の実施 

   可能な限り 、常時２ 方向の窓やド アを開け、室内と 外気の入れ替えを

行う よう にし てく ださ い。気象条件などにおいて、常時の換気が困難な

場合は、 ３ ０ 分に１ 回以上の換気を行います。  

 

（ ３ ） 人と 人と の距離の確保 

   密接を避けるため、可能な限り 他の人と の距離を１ ｍ～２ ｍ空けるよ

う 心掛けます。
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第３  地区本部と 各組織の関係について 

 

１  各組織等の概要                      

市災害対策本部（ 市本部）   ※市災害対策本部長＝市長 

名古屋市全体の災害応急対策を進めるため、 市役所に設置さ れます。  

区本部           ※区本部長＝区長 

区の災害応急対策を進めていく ために、 区役所に設置さ れます。  

指定緊急避難場所 

  命を守るため、 災害の危険から まずは逃げるための場所。 災害の種類 

ごと に避難できる場所が異なり ます。  

災害の種類 指定緊急避難場所 被害が想定さ れる区 

洪水・ 内水氾濫 
洪水・ 内水氾濫の想定浸水深以上に

ある市立小・ 中学校の教室など 
全ての区 

高潮 

洪水・ 内水氾濫、 高潮の想定浸水深

以上にある市立小・ 中学校の教室な

ど 

北・ 西・ 中村・ 中・  

昭和・ 瑞穂・ 熱田・  

中川・ 港・ 南・ 緑・  

天白区の一部 

土砂災害 
土砂災害警戒区域にない 

市立小・ 中学校など 

千種・ 昭和・ 瑞穂・ 南・ 守山・

緑・ 名東・ 天白区の一部 

津波 

津波避難ビル 

（ 民間建物、 市立小・ 中学校の 2 階

以上の教室など）  

中川・ 港区の全域 

中村・ 瑞穂・ 熱田・ 南・ 緑区

の一部 

地震の揺れ 

・ 市立小・ 中・ 一部の高等学校など

のグラ ウンド  

・ 広域避難場所（ 指定さ れた公園など） 

・ 一時避難場所（ 指定さ れた公園など） 

全ての区 

大規模な火事 広域避難場所（ 指定さ れた公園など）  全ての区 
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指定避難所（ 避難所）  

自宅が被災し て帰宅できない場合に一定期間、避難生活を送るための施

設（ 以下「 避難所」 と いう 。） で、 避難所は市立小・ 中・ 高等学校の体育

館・ コ ミ ュ ニティ センタ ーなどがあり ます。  

避難所では、あら かじ め地域住民の中から 選任さ れた避難所管理組織の

代表管理者の指揮のも と 、避難所を統括する地区本部と 連携し つつ、地域

住民、区本部から 派遣さ れた市職員及び施設管理者の支援により 各組織を

確立し 、 自主運営をし ます。  

 （ 参考） 市公式ウェ ブサイ ト  

 ・ 指定緊急避難場所・ 指定避難所の指定 

 ・ 避難所の運営（ 指定避難所運営マニュ アル掲載ページ）  

 

自主防災組織 

住民の隣保協同の精神に基づく 自発的な防災組織。 命を守り 、 被害軽

減のための活動を目的と し て、 町内会や自治会の地域ごと に結成さ れた

組織です。  

（ 参考） 市公式ウェ ブサイ ト  

  ・ 名古屋の防火＆防災 

  ・ 自主防災組織 
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２  各組織と の関係                      

大規模災害時には、学区に災害救助地区本部が設置さ れ、町内会や自治会

の地域ごと に結成さ れる自主防災組織、指定避難所に組織さ れる避難所管理

組織、 区本部（ 区役所） などと 連携し た地域防災活動が行われます。  

 

地域防災活動組織図                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 参考） 市公式ウェ ブサイ ト  

 ・ 地域の防災リ ーダーの活動 

「 発災時どう する？地域の防災リ ーダーの活動」  

・ 名古屋市 地域の防災リ ーダー 初動対応シート （ 標準版）

 

 

市災害対策本部 【 市 役 所】  

【 区 役 所】 

【 学 区】  

消防団 
 

【 消防署】  

区 本 部 

指定避難所 

消防隊 

災害救助地区本部 
（ 主に小学校に設置）  

指定避難所 

自主防災組織 自主防災組織 

連携 

連携 

連携 連携 

連携 

連携 連携 

連携 
連携 

連携 指定避難所 

指定避難所 
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参考 
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別紙 

 

避難所又は地区本部 Ｔ Ｅ Ｌ  Ｆ Ａ Ｘ  

例：○○避難所 ○○○―○○○○ ○○○―○○○○ 
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別紙 
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第４  様式・ 資料 
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様式１  

被 害 状 況 報 告 書 

 

 学区災害救助地区本部 

報 告 日 時 年  月  日  時  分現在 

地域の被害状況等 

  

人 的 被 害 

死者 人 行方不明者 人 

負傷者（ 重傷） 人 負傷者（ 軽傷） 人 

住 家 被 害 

 棟数 世帯数 人員 

全壊 棟 世帯 人 

半壊 棟 世帯 人 

一部損壊 棟 世帯 人 

床上浸水 棟 世帯 人 

床下浸水 棟 世帯 人 

非住家被害（ 棟数）  

全壊 棟 半壊 棟 
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様式１  

被 害 状 況 報 告 書（ 記載例）  

○○学区災害救助地区本部 

報 告 日 時 ○年 ○月 ○日  ○時 ○分現在 

地域の被害状況等 

○○避難所情報収集リスト（指定避難所運営ﾏﾆｭｱﾙ様式３）のとおり 

また、○○地内で火災延焼中 

人 的 被 害 

死者※ 人 行方不明者※ 人 

負傷者（ 重傷） ※ １０人 負傷者（ 軽傷） ※ 人 

住 家 被 害 

 棟数 世帯数 人員 

全壊※ ２０棟 ３０世帯 １００人 

半壊※ 棟 世帯 人 

一部損壊※ ５０棟 ７０世帯 ２５０人 

床上浸水※ 棟 世帯 人 

床下浸水※ 棟 世帯 人 

非住家被害（ 棟数） ※ 

全壊 棟 半壊 棟 

※ 被害判定基準参照 
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様式２  

避 難 情 報 報 告 書 

 

学区災害救助地区本部 

報 告 日 時 年  月  日  時  分現在 

避難所名称 

連 絡 先 

 

TEL   

職 員 等 

職員 
男性 女性 その他※ 

ボラ ンティ ア 
男性 女性 その他※ 

人 人 人 人 人 人 

合計 人 合計 人 

避 難 者 

 男性 女性 その他 

人 人  

う ち 

要配慮者 
（ 乳児、妊婦、外国

人、 障害者、 発熱・

咳等の症状のある

者など）  

 人  人  人 

 人  人  人 

 人  人  人 

 人  人  人 

 人  人  人 

合 計 

世帯 人 

※性別の「 その他」 欄には未回答の方等を集計し てく ださ い。  
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様式２  

避 難 情 報 報 告 書（ 記載例）  

 

○○学区災害救助地区本部 

報 告 日 時 年  月  日  時  分現在 

避難所名称 

連 絡 先 

○○避難所 

TEL  ×××‐××× 

職 員 等 

職員 
男性 女性 その他 

ボラ ンティ ア 
男性 女性 その他 

１人 １人 人 １人 １人 人 

合計 ２人  ２人 

避 難 者 

 
男性 女性 その他 

30 人 33 人  

う ち 

要配慮者 
（ 乳児、妊婦、外国

人、 障害者、 発熱・

咳等の症状のある

者など）  

乳児 3 人 乳児 2 人  人 

外国人 人 外国人 人  人 

障害者 人 障害者 人  人 

発熱・咳症状等 2 人  人  人 

 人  人  人 

合 計 

２５世帯 ６３人 
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被害判定基準 

 

被 害 区 分 判    定    基    準 

人

の

被

害

 
 

 
 

 
 

 

死 者
 当該災害が原因で死亡し 、 死体を確認し たも の、 又は死体は確

認できないが、 死亡し たこ と が確実な者。  

行 方 不 明 者  当該災害が原因で所在不明と なり 、 かつ死亡の疑いのある者。  

負 傷 者

 当該災害により 負傷し 、 医師の治療を受け、 又は受ける必要の

ある者。  

（ 重傷）  1 ヶ 月以上の治療を要する見込みの者。  

（ 軽傷）  1 ヶ 月未満で治療できる見込みの者。  

住
家
の
被
害 

住  家 
 現実に居住のために使用し ている建物をいい、 社会通念上の住

家であるかどう かを問わない。  

棟 

 一つの建築物をいう 。  

 主屋より 延べ面積の小さ い建築物（ 同じ 宅地内にあるも ので、

非住家と し て計上するに至ら ない小さ な物置、 便所、 風呂場、 炊

事場） が付着し ている場合は同一棟と みなす。  

 また、 渡り 廊下のよう に、 二つ以上の主屋に付着し ているも の

は切半し て、 それぞれを主屋の付属建物と みなす。  

世  帯 

 生計を一にし ている実際の生活単位をいう 。（ 同一家屋内の親

子夫婦であっ ても 、 生活の実態が別々であれば当然 2 世帯と なる

わけである。 また、 主と し て学生等を宿泊さ せている寄宿舎、 下

宿、 その他こ れら に類する施設に宿泊するも ので共同生活を営ん

でいる者については、 原則と し てその寄宿舎等を 1 世帯と し て取

り 扱う 。）  

住 家 全 壊 

(全焼･全流失) 

 

 住家がその居住のための基本的機能を 喪失し たも の、 すなわ

ち、 住家全部が倒壊、 流失、 埋没、 焼失し たも の、 または住家の

損壊（ こ こ でいう 「 損壊」 と は、 住家が被災により 、 損傷、 劣化、

傾斜等何ら かの変化を生じ るこ と により 、 補修し なければ元の機

能を復元し 得ない状況に至っ たも のをいう 。 以下同じ 。） が甚だ

し く 、 補修により 元通り に再使用するこ と が困難なも ので、 具体

的には、 住家の損壊、 焼失も し く は流失し た部分の床面積がその

住家の延床面積の 70％以上に達し た程度のも の、または住家の主

要な構成要素（ こ こ でいう 「 主要な構成要素」 と は、 住家の構成

要素のう ち造作等を除いたも のであっ て、 住家の一部と し て固定

さ れた設備を含む。 以下同じ 。） の経済的被害を住家全体に占め

る損害割合で表し 、その住家の損害割合が 50％以上に達し た程度

のも のと する。  

資 料 １
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住 家 半 壊 

（ 半  焼） 

 住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失し たも の、 す

なわち、 住家の損壊が甚だし いが、 補修すれば元通り に再使用で

きる程度のも ので、 具体的には、 損壊部分が、 その住家の延床面

積の 20％以上 70％未満のも の、 または住家の主要な構成要素の

経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し 、 その住家の損害

割合が 20％以上 50％未満のも のと する。  

一 部 損 壊 

 全壊及び半壊にいたら ない程度の住家の破損で、 補修を必要と

する程度のも のと する。 ただし 、 ガラ スが数枚破損し た程度のご

く 小さ なも のは除く 。  

 

床 上 浸 水 

 住家の床より 上に浸水し たも の及び全壊、 半壊には該当し ない

が、 土砂、 竹本等のたい積により 一時的に居住するこ と ができな

いも のと する。  

床 下 浸 水  床上浸水にいたら ない程度に浸水し たも のと する。  

非
住
家
の
被
害 

非 住 家 

 住家以外の建物でこ の報告中、 他の被害か所項目に属さ ないも

のと する。  

 こ れら の施設に人が居住し ていると きは、 当該部分は住家と す

る。  

なお、こ の被害は、全壊・ 半壊の被害を受けたも ののみ記入する。 

＜住宅被害一例＞ 

 
一部損壊 

損害割合20％未満 

半壊 

損害割合 

20％以上 50％未満 

全壊 

損害割合 

50％以上 

※補修を必要と する程度のもの 

ただし 、 ガラス数枚破損し た程度 

は除く  
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建 物 被 災 状 況 チ ェ ッ ク シ ー ト 

月  日  時現在 

災害救助地区本部名（施設・建物名称）：                        

記入者氏名：               

□建物使用に先立ち目視での安全確認をお願いします。 

□はじめに、建物周辺及び建物外観の確認をします。 

建物周辺・建物外観 

チェック項目 該当項目 

①隣接する建物が傾き、避難所の建物に

倒れ込む危険性があるか。 

Ａ いいえ Ｂ 傾いているよう
に見える 

Ｃ 倒れそうであ
る 

②建物周辺に地すべり、崖崩れ、地割れ、

液状化、地盤沈下などがあるか。 

Ａ いいえ Ｂ ある Ｃ ひどくある 

③避難所の建物が傾いているか。 Ａ いいえ Ｂ 傾いているよう
に見える 

Ｃ 明らかに傾い
ている 

④外壁材（タイル、モルタル、石張り等）等

が落下しているか。 

Ａ いいえ Ｂ 落下しそうに見
える 

Ｂ 落下した 

 

⑤外壁・柱等に亀裂が生じているか。 

Ｘ字状のひび割れ   斜めのひび割れ 

 

 

 

Ａ いいえ 

（ ひ び 割 れ は あ る
が、コンクリート等
の浮きや剥落がな
い） 

Ｂ 斜めやＸ字状の
ひび割れがある
が、コンクリート
等の剥落はわず
かである 

Ｃ Ｘ字状のひび
割れが多数あ
り、コンクリート
等の 剥落も 著
しく、鉄筋が露
出している 

⑥窓ガラスが割れているか。 Ａ いいえ 

Ａ 数枚割れている 

Ｂ 沢山割れている  

 

⑦上記チェック項目以外に異常個所がある

か。 

Ａ いいえ Ｂ 異常箇所があ
る 

 

異常箇所がある場合は具体的に記載してください。 

建物周辺・建物外観の判定結果は… 

全てＡ Ｂが１個以上かつＣが０個 

一時使用不可 

建物内へは立ち入らず、区本部

へ連絡し応急危険度判定士の派

遣要請を依頼してください。 

Ｃが１個以上 

使用不可 

建物内へは立ち入らず、区本部

へ連絡してください。建物には立

入禁止の貼り紙を貼るなどの措

置を取ってください。 

引きつづき建物内部の安全確認を実施するため裏面へ 

資料２  

（表面） 
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□建物周辺及び建物外観チェック項目が全て A の場合、建物内部の確認をお願いします。 

建 物 内 部 
チェック項目 該当項目 

⑧床が壊れているか。 Ａ いいえ Ｂ 少し傾いた 

B 少し下がった 

Ｃ 大きく傾いた 

C 大きく下がった 

⑨内部の壁が壊れているか。 

Ｘ字状のひび割れ   斜めのひび割れ 

 

 

 

Ａ いいえ 

（ ひ び 割 れ は あ る
が、コンクリート等
の浮きや剥落が
ない） 

Ｂ 斜めやＸ字状の
ひ び割れ が ある
が、コンクリート等
の剥落はわずか
である 

Ｃ Ｘ字状のひび割
れが多数あり、コ
ンクリート等の剥
落も著しく、鉄筋
が露出している 

⑩筋かいが破断又は変形しているか。 

（鉄骨造の建物の場合のチェック項目） 

※下図参照  

点線で囲われた部分を 1 箇所とする。 

Ａ いいえ 

Ａ 破断・変形が少
し見られるが全体
の 20％以下であ
る 

Ｂ 破断・変形が見
られ、全体の 20％
～50％ある 

Ｃ 破断・変形が 各
所に見られ、全体
の 5 0 ％ 超 あ る 

 

⑪天井、照明器具が落下しているか。 Ａ いいえ Ｂ 落下しそうに見
える 

Ｃ 沢山落下しそう
又は落下した 

⑫上記チェック項目以外に建物内部に
異常個所があるか。 

Ａ いいえ Ｂ 異常箇所がある  

異常箇所がある場合は具体的に記載してください。 

建物内部の判定結果は… 

全てＡ 

使用可能です。ガラス破損

箇所などの危険場所には人

が近づかない措置をしてく

ださい。 

Ｂが１個以上かつＣが０個 

一時使用不可 

建物内へは立ち入らず、区本部

へ連絡し応急危険度判定士の派

遣要請を依頼してください。 

Ｃが１個以上 

使用不可 

建物内へは立ち入らず、区本部

へ連絡してください。建物には立

入禁止の貼り紙を貼るなどの措

置を取ってください。 

 

その他の情報 

⑬使用できない設備はありますか。 □水道    □電気    □ガス    □通信 

⑭その他周辺等でお気づきの点がありましたら記載してください。 

体育館の水平筋かい 体育館の垂直筋かい 

（裏面） 

破断していないが、 
地震で変形した状況 
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報告し ます 

報告し ます 

✔
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✔
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